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子育てカレンダー ◆場所　福祉センター
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

行　事　名 対象となる方 持ち物

・妊娠届　・印鑑
・マイナンバーカード
（通知カード及び身分を証明
できるもの）

該 当 者

該 当 者

月日・受付時間

　５月　１日（金）
　５月１５日（金）
　６月　５日（金）
午後１時～１時１５分

母子健康手帳交付
妊 婦 健 康 相 談

５月２６日（火）
午前１１時４５分～正午

４ ～ ５ か 月 児
健 康 診 査

・母子健康手帳
・問診票
・バスタオル

・母子健康手帳
・問診票
・食事記録
・バスタオル

５月１９日（火）
正午～午後０時１５分

１ 歳 ６ か 月 児
健 康 診 査

平成30年8月14日～
1 1 月 1 9 日 生まれ

令 和 元 年 1 2 月 ～
令和 2年 1月生まれ

５月２７日（水）
午前９時３０分～１１時３０分子育て何でも相談

・母子健康手帳
※個別に対応します。
　事前に必ずご連絡ください。

　子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年５月５日のこどもの日
から１週間を「児童福祉週間」と定め、児童福祉の理念の普及・啓発を行っています。

５月５日～ 11日『児童福祉週間』

～赤十字運動延期について～
　毎年５月１日から３１日までを赤十字運動月間として、地域の日赤奉仕者が会員の募集に伺っておりま
したが、新型コロナウイルス感染症の影響により時期を延期します。
　実施する際は、改めて広報紙や無線放送によりお知らせします。

～日赤災害救護資材の活用について～
　日本赤十字社では、個人及び法人からの寄付金を財源に、各市町村に災害救護資材を配備しています。
　大衡村分区では、テント等の救護資材が災害時等に有効に活用されるよう、地域での災害訓練等の際に
貸し出しを行っていますので、ご利用ください。
◆救護資材
　・テント３張（２間×３間） 　・ 非常用移動炊飯器４器（鍋、かまど、バーナー）
◆申込方法　電話などで予約後、使用申請書を提出してください。
◆申　込　先　日赤大衡村分区（健康福祉課内）　☎３４５－０２５３

宮城県塩釜保健所からのお知らせ ※電話予約は平日午前８時３０分～午後５時１５分

申込・問い合わせ先検査・相談名 月日・受付時間対象となる方

希望者
（予約制）

塩釜保健所
☎365－3153

５ 月 １２ 日（火）
午後１時30分～４時30分
５ 月 １３ 日（水）
午 後 １ 時 ～ ４ 時

ひ き こ も り・思 春 期
こ こ ろ の 相 談

※母子健康手帳交付・妊婦健康相談該当の方で指定日に来られない方は、健康福祉課にご相談ください。

『やさしさに　つつまれそだつ　やさしいこころ』

　村では、大規模地震に対する安全性の確保・向上を図るため、木造住宅の耐震診断と耐震改修工事に対する
助成を行っています。

申請用紙は都市建設課で配布しますので、申請方法や募集期間などについては問い合わせください。
◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

　村道等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険なブロック塀等の除却や除却
後のフェンス等の設置に要する経費の一部を補助します。
◆対象建築物　村内の国道・県道・村道に面し、高さが１ｍ以上のブロック塀等で、通行人に被害が及ぶ
　　　　　　　恐れのあるもの。
◆補　助　額　費用の２／３を補助します。
　　　　　　　【ブロック塀等の除却のみの場合】　上限１５０,０００円
　　　　　　　【ブロック塀等の除却及び除却後のフェンス等の設置の場合】　上限２５０,０００円
◆補　助　件　数　当該年度の予算の範囲内で補助します。
◆申　込　期　限　１２月２５日（金）

◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

地震対策事業について地震対策事業について地震対策事業について

ブロック塀等の除却費用を補助しますブロック塀等の除却費用を補助しますブロック塀等の除却費用を補助します

木造住宅の耐震診断費用を助成します
　耐震診断は、耐震診断士を現地に派遣して住宅を診断するものです。耐震診断の結果、評点が低い
場合は耐震改修計画を作成し、必要となる耐震補強内容の提案と、工事費の概算見積書を作成し報告
を行っています。
◆対象住宅　
　次のすべての要件を満たす住宅
　①昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建て住宅
　②在来軸組構法、又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造３階建てまでの住宅
　③過去に、耐震診断等、又は改修計画等を受けていない住宅
◆募集件数　
　当該年度の予算の範囲内で助成します。
◆耐震診断費用　
　耐震診断の費用１５０,８００円のうち、個人負担は８,４００円（税込）です。
　ただし、延べ面積２００㎡を超えるものは別途費用が加算されます。

木造住宅の耐震改修工事費用を助成します
◆対象住宅　
　木造住宅耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅
◆助成金額　
　耐震改修工事費用の８／１０（上限１００万円）を助成します。また、その他改修工事を併せて行
う場合には１０万円を上限に加算します。

木造住宅耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された場合


